
HAMATONBETSU HOSPITAL  

浜頓別町国民健康保険病院  
 

 医療技術者就業時一時金制度について  
  

浜頓別町国民健康保険病院において、医療技術者として勤務しようとする方に対

し、資金の貸し付けを行います。 

 

対象者 

看護師・准看護師・薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師を有する方で、浜頓別町国民健康保

険病院に常勤職員として就業し、３年以上勤務しようとする満５５歳未満の方 

※ただし、過去においてこの就業時一時金の貸付けを受けた方や、浜頓別町看護職員修学資金の貸付けを受け

た方は対象外となります。 

※対象年齢は、令和１３年３月３１日までの間、経過措置として段階的に上記年齢に引き上げとなります。 

 

貸付金額 

１００万円以内（薬剤師は２００万円以内） 

※勤務した日から６か月以内に貸付けします。 

※就業準備に必要な経費に充てていただきます。使途やその領収書等は求めません。 

 

償還免除   point１ ３年以上の勤務で償還免除 

３年以上勤務することにより、償還は免除されます。 

 

就業奨励金  point２ ５年以上の勤務で奨励金 

この就業一時金の貸付けを受けた方が、勤務し浜頓別町に定住した場合は、次の奨励金を支給し

ます。 

勤続５年 ５０万円   勤続１０年 ５０万円 

 

 

 

浜頓別町国民健康保険病院事務局 

電話でのお問い合わせ 01634-2-2203 

メールでのお問い合わせ byoin.zimu@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp 

〒098-5791 北海道枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘３丁目３番地 


